
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
の
廃
止
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
三

正
　
　
　
誤

○
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日
付
第
二
千
二
百
四
十
七
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
し
た
山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

売
り
さ
ば
き
場
所

住
　
　
　
　
所

氏
　
　
名

廃
　
止
　
年
　
月
　
日

西
八
代
郡
市
川
三
郷

西
八
代
郡
市
川
三
郷

砂
田
　
一
三

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
一
日

町
市
川
大
門
六
百
四

町
市
川
大
門
六
百
四

十
番
地

十
番
地

正
　
　
　
誤

○
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日
付
山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号
（
信
号
機
の
設
置
等
交

通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
）

四
二
〇
ペ
ー
ジ
下
段
十
二
行
目
か
ら
十
三
行
目
ま
で

「

五
二
四

村
　
道

中
巨
摩
郡
玉
穂
村
下
河
東
九
三
三
番

二

南
甲
四
九
・
四
・
一
一

地
の
一
先
（
小
林
政
雄
方
前
）

府

一
六
号

」

は
「

三
、
八
三
三

町
　
道

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
下
河
東
九
九
四
番

一

南
甲
平
五
・
四
・
一
五

地
先
（
中
楯
進
方
南
側
交
差
点
）

府

告
示

第
一
六
号

」

の
誤
り
。

四
二
〇
ペ
ー
ジ
下
段
終
わ
り
か
ら
十
四
行
目
か
ら
終
わ
り
か
ら
十
二
行
目
ま
で

「
五
二
四

市
道

中
央
市
下
河
東
九
四
四
番
地
先
（
下

一

南
甲
平
成
二
四
年
七
月

河
東
駐
在
所
西
交
差
点
）

府

二
六
日

告
示
第
七
九
号

」

は
「

三
、
八
三
三

市
道

中
央
市
下
河
東
九
四
四
番
地
先
（
下

一

南
甲
平
成
二
四
年
七
月

河
東
駐
在
所
西
交
差
点
）

府

二
六
日

告
示
第
七
九
号

」

の
誤
り
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
五
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
八
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

八
月
二
十
三
日

第
二
千
二
百
五
十
五
号

木　曜　日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
五
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
三
日

四
八
四


